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臼井議員
のLINE

　臼井議員の　
一般質問の動画

＃８８９１（はやくワンストップ）（全国共通ダイヤル）　または

０２６－２３５－７１２３へ　　長野県性暴力被害者支援センター

いずれも○２４時間３６５日受付　○秘密厳守　〇電話無料　〇匿

名OK　長野県の公的相談窓口です。専門の支援員が相談を受け、医

療機関、弁護士、カウンセラーなどと協力して支援先へつなげます。

⑵あづみちゃんは、保育士に「

⑵、器に盛られた食事をテーブルに ⑶、

椅子に座って ⑶。あづみちゃんは、保育士からいつも

⑴と言われていたので ⑶。

※以下、基本⑴～⑶に関したことを、そ

　れぞれ説明の後に⑴～⑶と表記する。

　2020年政府は「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を発表し、これに基

づき被害者支援の充実、加害者対策、教育啓発の強化等が取り組まれてき

ました。2023年には「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」が示され、

その一環として「生命（いのち）の安全教育」が全国の保育園・こども園・

幼稚園から高校までで行われています。世界的な性犯罪や性暴力への対策

が求められている中で政府も動かざるを得なくなってきたものです。

　昨年の「ジャニーズ性被害事件」など毎日のように性犯罪がニュースに

なっています。東京都の昨年度の調査では生涯の痴漢被害率は29.9％、24

歳以下の調査で最初に性被害に遭った年齢は20歳以下が89％です（右のグ

ラフ）。また、昨年「不同意性交罪」を創設する改正刑法が全会一致で可

決・成立し、より個人の意思が尊重される大きな前進もありました。

　しかしながら、今、教育の現場で子どもや保護者が求めている教育は、

性犯罪・性暴力対策の一環としての「生命の安全教育」ではなく、性的に

も自分のことを自ら決定する能力を培うことができる広い意味での性教育

であり、人権教育ではないでしょうか。

　そこで、「生命の安全

教育」を単なる性犯罪・

性暴力対策ではなく、性

教育と人権教育の基礎と

しての「心と体の権利教

育」として位置付けるべ

きという立場で一般質問

を行いました。

臼井　安曇野市の取り組みはどうか。　　　　　　　　　　　　　　　　

総務部長　毎年度ハラスメント防止研修の中で職員の意識向上に取り組ん

　　んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政策部長　問い合わせに対して紹介窓口を紹介している。庁舎ロビーで展

　　示を行うなど、周知啓発に努めてきた。ホンデリング（寄贈本の売却

　　代を犯罪被害者の支援活動に役立てる）プロジェクトに参加している。

　　2023年12月に「安曇野市犯罪被害者等支援条例」を制定した。　　　

市民生活部長　幼稚園や認定こども園の交通安全教室の際、不審者訓練を

　　実施している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉部長　障がい者虐待防止法に基づいて取り組んでいる。安曇野市高齢

　　者・障害者虐待防止ネットワーク協議会を設置し、関係機関との連携

　　体制の整備、強化に取り組んでいる。また、障害者サービスを提供す

　　る事業者は、マニュアルに沿った対応を取っている。　　　　　　　

保健医療部長　（子育て支援に関わる取り組みを中心に）相談があった場

　　合には、関係部署や関係機関と連携して対応している。　　　　　　

危機管理監　指定避難所運営マニュアルにより、性犯罪・性暴力の発生防

　　止に努めることとしている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臼井　「生命の安全教育」は全ての教育活動に関わる。性教育や人権教育

　　において「生命の安全教育」をどう位置付けているのか。　　　　　

教育長　「生命の安全教育」は性教育や人権教育はもちろん、保育や教育

　　活動のあらゆる場面を通じて指導している。　　　　　　　　　　　

臼井　「生命（いのち）」を「心と体」と捉えていいか。　　　　　　　　

教育長　「生命の安全教育」を「心と体の安全教育」と言い換えても問題

　　はない。



　
「
政
府
の
責
任
で
医
療
・
介
護
施

設
へ
の
支
援
を
拡
充
し
、
す
べ
て
の

ケ
ア
労
働
者
の
賃
上
げ
や
人
員
増
を

求
め
る
陳
情
」
と
「
国
民
健
康
保
健

財
政
へ
の
国
庫
負
担
の
増
額
を
求
め

る
陳
情
」
の
２
つ
の
陳
情
が
い
ず
れ

も
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　
臼
井
議
員
は
、
「
①
『
平
和
と
人

権
の
つ
ど
い
』
を
な
く
し
、
『
戦
没

者
追
悼
式
』
を
実
施
し
な
か
っ
た
こ

と
は
、
平
和
推
進
事
業
の
大
き
な
後

退
だ
。
原
爆
被
害
を
強
調
し
す
ぎ
る

こ
と
は
な
い
が
、
戦
争
全
体
の
中
で

位
置
付
け
、
平
和
を
願
う
市
民
に
広

く
参
加
を
呼
び
か
け
る
た
め
に
も
、

遺
族
会
の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
市
民

全
体
で
戦
没
者
追

悼
式
を
行
う
こ
と

こ
そ
、
戦
争
で
亡

く
な
ら
れ
た
方
々

を
追
悼
す
る
こ
と

に
な
る
。
②
『
共

通
番
号
』
の
導
入
を
求
め
て
き
た
の

は
財
界
だ
。
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
、

所
得
や
資
産
、
医
療
や
教
育
等
膨
大

な
個
人
デ
ー
タ
を
国
家
に
集
中
し
、

国
民
を
管
理
す
る
も
の
だ
。
分
散
管

理
で
守
ら
れ
て
き
た
個
人
情
報
を
危

険
に
さ
ら
し
、
行
政
所
有
の
個
人
情

報
が
企
業
の
『
儲
け
の
タ
ネ
』
に
さ

れ
る
。
そ
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵

害
や
利
益
誘
導
、
官
民
の
癒
着
を
招

き
、
便
利
と
は
裏
腹
に
行
政
の
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
後
退
を
招
く
。
そ
れ
を

進
め
る
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
普
及
事
業
で

あ
る
」
と
反
対
討
論
を
し
ま
し
た
。

　
猪
狩
議
員
は
、
「
12
月
２
日
に
現

行
の
被
保
険
者
証
の
発
行
が
廃
止
さ

れ
る
。
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
（
開

業
医
な
ど
の
団
体
）
は
、
５
月
以
降

７
割
の
医
療
機
関
で
マ
イ
ナ
保
険
証

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
い
る

調
査
結
果
を
公
表
し
た
。
政
府
は
不

安
の
払
し
ょ
く
を
健
康
保
険
証
廃
止

の
前
提
と
し
て
い

た
が
、
医
療
現
場

で
も
国
民
の
間
で

も
不
安
は
解
消
さ

れ
て
い
な
い
。
マ

イ
ナ
保
険
証
取
得

と
現
行
の
保
険
証
の
廃
止
を
前
提
と

し
た
規
約
変
更
で
あ
る
」
と
反
対
討

論
を
し
ま
し
た
。

　
井
出
議
員
は
、
「
マ
イ
ナ
保
険
証

は
、
だ
れ
一
人
取
り
残
さ
な
い
デ
ジ

タ
ル
社
会
と
は
裏
腹
に
、
弱
者
を
切

り
捨
て
、
高
齢
者
を
置
き
去
り
に
し
、

地
域
医
療
を
顧
み
な
い
も
の
だ
。
２

０
２
５
年
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
期
限
切
れ
が
始
ま
り
、
新
た
な

更
新
手
続
き
の
申
請
が
必
要
と
な

る
。
市
役
所
や
医
療
機
関
の
混
乱
は

目
に
見
え
て
い
る
。
申
請
で
き
な
い

市
民
が
高
い
保
険
料
を
払
い
な
が
ら

医
療
に
か
か
れ
な
い
事
態
が
続
出

し
、
国
民
皆
保
険
制
度
が
崩
れ
る
」

と
反
対
討
論
を
し
ま
し
た
。

臼井　１～６について見解は。（下表は臼井議員の見解とそれに対する教 育長の答弁）

臼井　６点について大事にすべき権利であるとすると「心と体の安全教育」

　　は「心と体の権利教育」と言ってもよいのではないか。　　　　　　

教育長　自ら考え判断し行動できるということは、人権をしっかり意識し

て独立した一人の人間として、自信や誇りを持たせていくことである。


